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電気供給約款 ミライフ東日本(株)（東北電力管内） 低圧（新旧対照表） 

※赤字は変更部分 

現行約款 改訂約款 

 

第 2条 電気供給約款の変更 

(1) 第 3条（定義）第(12)に定める所轄の一般送配電事業者の定める託送供給約款

が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款に変更の必要が生

じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更するこ

とがあります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の電気供給

約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社ウェブサイト

への掲載等の電磁的方法等によりお客さまにあらかじめお知らせするものと

します。 

 

別表 

２ 調達調整 

(3)調達調整額のお知らせ 

当社は、毎年 12月末までに次年度の調達調整額の算定を行い、当社のウェブサ

イトに掲載する方法でお知らせいたします。なお、法令や制度の変更、発電用燃

料費の高騰等、国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化が生じ、当該

年度の価格水準の維持が難しいと見込まれる場合には、年度内において当年度

の調達調整額を見直すことがあります。その場合は、当社のウェブサイトに掲載

する方法によりお知らせいたします。 

 

 

 

第 2条 電気供給約款の変更 

(1) 第 3 条（定義）ヌに定める所轄の一般送配電事業者の定める託送供給約款が改

定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款に変更の必要が生じた

場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することが

あります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の電気供給約款

によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社ウェブサイトへの

掲載等の電磁的方法等によりお客さまにあらかじめお知らせするものとしま

す。 

 

別表 

２ 調達調整 

(3)調達調整額のお知らせ 

当社は、各年度（なお、４月１日から翌年３月末日までを１年度とします。以下

同じ。）の末日までの適宜の時期に次年度の調達調整額の算定を行い、当社のウ

ェブサイトに掲載する方法でお知らせいたします。なお、法令や制度の変更、発

電用燃料費の高騰等、国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化が生

じ、当該年度の価格水準の維持が難しいと見込まれる場合には、年度内において

当年度の調達調整額を見直すことがあります。その場合は、当社のウェブサイト

に掲載する方法によりお知らせいたします。 

 

 


